
ソフトウェアの権利 

のご案内 

基幹基幹基幹基幹システムシステムシステムシステムをををを自社自社自社自社のののの物物物物にににに！！！！    
第第第第８８８８条条条条（（（（機密保持機密保持機密保持機密保持））））    

本契約に基づく業務の履行にあたり、乙が甲より知り得た甲の営業、財務、人事に関する機密

はこれを「機密」として扱うものとし、本件業務の担当者及び関係者以外には開示しないもの

とします。 

第第第第９９９９条条条条（（（（権利権利権利権利のののの帰属帰属帰属帰属））））    

本契約に基づき乙が甲に提供する成果物の一切の権利（著作権法第２７条、第２８条の権利を

含みます）は、第３条第１項の委託金額の完済をもって、乙から甲に移転します。 

２乙は前項の規定にかかわらず、本契約に基づき乙が甲に提供する成果物と同種の目的機能を

有する成果物を、たとえそれが本契約に基づき乙が甲に提供した成果物と類似しているとして

も本契約終了後第三者のために作成することができます。 

第第第第１０１０１０１０条条条条（（（（瑕疵担保責任瑕疵担保責任瑕疵担保責任瑕疵担保責任））））    

本契約に基づき作成された成果物に瑕疵があった場合、乙は、第２条第１項に定める最終回の

成果物についての検査終了後１年間瑕疵担保責任を負います。 

２前項の乙の負う瑕疵担保責任は成果物の修補に限られ、修補の期間は甲乙協議の上定めるも

のとします。ただし、合理的な範囲で修補の試みを繰り返し行なったにもかかわらず修補期間

を相当経過してもその完了の見通しがたたない場合、乙は第１５条の責任限度内で甲が直接被

る現実の損害について金銭による賠償をします。 

第第第第１１１１１１１１条条条条（（（（契約解除後契約解除後契約解除後契約解除後のののの措置措置措置措置））））    

当事者の債務不履行をはじめ理由の如何を問わず本契約が解除された場合、その解除は将来に

向かってのみ効力を有するものとし、乙はそれまでの成果物を甲に引き渡し、甲は引き渡しを

受けた成果物に相当する委託金額を乙に支払うものとします。 

２前項の場合、甲が乙に支払う委託金額は、第３条第１項の納入分ごとの金額（契約締結後、

再見積もりが行なわれているときはその再見積金額）を基に乙が甲に引き渡した割合によって

甲乙協議して定めるものとします。 

第第第第１２１２１２１２条条条条（（（（乙乙乙乙のののの中止中止中止中止またはまたはまたはまたは解除権解除権解除権解除権））））    

甲が次の各号の一にあたるときは、乙は、作業を中止することができます。 

①甲が第３条第１項に定める支払いの全部または一部を遅滞し、乙が相当の期間を定めて催告

してもなお支払いをしないとき 

②甲が正当な理由なく第２条第２項、第３条第３項に定める協議に応ぜず、乙が相当の期間を

定めて催告しても、協議に応じないとき２甲が次の各号の一にあたるときは、乙は、契約を解

除することができます。 

①甲の責めに帰すべき事由による作業の遅延または中止期間が、作業期間の１／３以上または

３か月以上になったとき 

②甲が委託業務を著しく減少したため、委託金額が２／３以上減少したとき３前各項の場合、

乙は甲に対して損害の賠償を求めることができます。 

第第第第１３１３１３１３条条条条（（（（担当者担当者担当者担当者））））    

乙は、甲のために適正と思われる担当者を任意に選任できるものとします。 

第第第第１４１４１４１４条条条条（（（（甲甲甲甲のののの指定場所指定場所指定場所指定場所でのでのでのでの本件業務本件業務本件業務本件業務のののの実施実施実施実施））））    

本件業務を甲の指示により乙の事業所以外で行う場合、甲は、その責任と負担において乙のた

めに下記の措置を講じるものとします。 

①乙担当者が本件業務を遂行することができる独立した区画を用意すること 

②本件業務を遂行するために必要な机、椅子、書類保管棚等の備品、複写機、電話、その他必

要な情報機器を用意し、乙に無償で貸与すること。この場合、複写機の消耗品費用稼働費用、

専用電話の通話料は乙の負担とします。 

第第第第１５１５１５１５条条条条（（（（責任責任責任責任のののの制限制限制限制限））））    

乙の甲に対する損害賠償限度額は、瑕疵担保責任、債務不履行責任等の請求原因のいかんを問

わず第３条第１項に定める委託金額の総額を限度とします。いかなる場合においても、甲の逸

失利益等の特別損害については、たとえ乙がかかる損害発生の可能性を認識しまたは認識すべ

きであったとしても免責されるものとします。 

第第第第１６１６１６１６条条条条（（（（権利権利権利権利のののの譲渡譲渡譲渡譲渡、、、、義務義務義務義務のののの承継承継承継承継のののの禁止禁止禁止禁止））））    

当事者は、相手方の書面による承諾を得なければ、本契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡

し、もしくは承継させることはできません。 

第第第第１７１７１７１７条条条条（（（（契約終了後契約終了後契約終了後契約終了後のののの権利義務権利義務権利義務権利義務））））    

甲または乙は、相手方に次の各号に掲げる事由が一つでも生じたときには、なんらの催告を要

せず本契約を解除することができます。 

①重大な背信行為があったとき 

②仮差押、差押、競売、破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理、特別清算開始の申し

立てを受けたときもしくは申し立てたとき 

③支払停止もしくは手形交換所の取引停止処分を受けたとき 

④公租公課の滞納処分を受けたとき 

⑤本契約に違反し、その債務不履行につき相手方が相当の期間を定めて催告しても是正されな

いとき 

第第第第１８１８１８１８条条条条（（（（裁判管轄裁判管轄裁判管轄裁判管轄））））    

本契約についての訴訟は、乙の本店所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とします。 

第第第第１９１９１９１９条条条条（（（（協議協議協議協議））））    

本契約に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議するものとします。 

本契約の締結の証として、本契約書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各１通を保有しま

す。 

ソフトウエア開発委託契約書(2/2) 
委託者※※※※※※※※※※※※※※（以下甲といいます）は、受託者ビーコンシステムズ

（以下乙といいます）に対して、以下の条項と添付の発注仕様書に基づきシステム開発業務

（以下本件業務といいます）を委託します。 

第第第第１１１１条条条条（（（（本件業務本件業務本件業務本件業務））））    

甲が開発を委託する本件業務の細目は発注仕様書に定めるものとし、乙は別紙に定める成果

物を甲に納入します。 

第第第第２２２２条条条条（（（（本件業務本件業務本件業務本件業務のののの納期納期納期納期））））    

乙は、別紙に定める成果物を別紙の定めに従い分割して検査のために甲に納入するものと

し、甲は納入後2週間以内に検査を終了させるものとします。 

２前項の納期を遅延する恐れのある場合、乙は事前に甲に通知をし、納期について当事者は

協議するものとします。 

３乙は、第５条に定める作業計画書の作業区分の終了ごとに甲に事前通知をし、その作業結

果について甲の承認を受けるものとします。 

４第１項の規定にかかわらず、次の各号の一にあたるとき、乙は納期の変更を求めることが

できます。 

①本契約締結後、契約の内容が甲により変更された場合 

②一旦承認を受けたシステムの仕様を甲が変更した場合 

③甲の資料等の提供が遅滞した場合及びその資料等に不備が発見された場合 

④前項に定めた作業区分ごとの承認に要する期間が10日間以上となった場合、または第１項

に定めた検査期間を甲が延長した場合 

⑤第５条に定める作業計画書のシステム仕様作成作業終了後、プログラム作成作業以下の工

程につき作業期間が不相応であることが判明した場合。この場合、乙は作業計画についての

再見積もりを行ない、第１項の納期を甲、乙協議して変更するものとします。 

⑥甲の担当者が、あらかじめ予定されただけ本件業務に従事できなかった場合 

第第第第３３３３条条条条（（（（委託金額委託金額委託金額委託金額））））    

本契約の委託金額は総額金**,***,***円とします。支払は３分割支払とし、下記の通り分割

リース支払と致します。最終支払は第２条第１項に定める成果物の納入後１カ月以内に、甲

指定リース会社より乙に対してそれぞれ下記のように銀行送金により支払います。 

第１回**,***,***円 契約日より1カ月以内にリース会社より振込み。 

第２回**,***,***円 契約日より3カ月以内にリース会社より振込み。 

第３回**,***,***円 第２条第１項に定める成果物の納入後１カ月以内にリース会社より振込

み。 

２次の各号の一にあたるときは、乙は、甲に対し前項の委託金額及びその支払方法の変更を

求めることができます。 

①一旦、甲の承認を受けたシステムの仕様等を甲が変更した場合 

②第２条に定めた納期について甲の責めに帰すべき事由により変更があった場合 

③本契約の履行のために甲が乙に提供すべき資料等について、その種類、内容、提供時期等

の変更及びそれに誤りがあって乙の費用が増加した場合 

④システム仕様作成作業の結果、プログラム作成作業以降の工程についての見積金額が不相

当となった場合、この場合、乙は再見積もりを行なうものとします 

３前項により委託金額及びその支払方法の変更をするときは、甲、乙協議してその金額、支

払時期等を定めるものとします。 

４第２条第１項に定める検査の結果、不備等が発見され甲よりその修正要求が出された場合

といえども最終回の支払いを除き、甲は乙に対して第１項の定めに従い委託金額を支払うも

のとします。 

第第第第４４４４条条条条（（（（第三者第三者第三者第三者へのへのへのへの再委託再委託再委託再委託））））    

本件業務を再委託するときは、乙は事前に甲の承諾を得なければなりませんが、この場合、

甲は正当な事由なく拒むことはできません。 

第第第第５５５５条条条条（（（（作業計画書作業計画書作業計画書作業計画書のののの提出提出提出提出））））    

乙は、本契約締結後１週間以内に各工程の進行予定を定めた乙所定の全体作業計画書を提出

するとともに、各工程の作業区分ごとの翌月の作業計画書を毎月末日までに甲に提出しま

す。 

２乙は、前項の作業計画書の作業区分ごとにその進行状況を月１回報告します。 

第第第第６６６６条条条条（（（（提供資料提供資料提供資料提供資料））））    

甲は、本契約締結後30日以内に別紙に定める資料を甲の負担と責任において収集し、乙に提

供するものとします。 

２本契約に基づき甲より乙に提供される資料等の正確性、有用性等について乙は責任を負い

ません。 

３乙は、甲から提供を受けた資料を善良なる管理者の注意をもって保管し、本件業務の終了

後は、その複製物とともに甲に返還します。 

４乙は、甲から提供を受けた資料につき、甲の承諾なしに複製、本件業務以外の目的に使用

することはできません。 

第第第第７７７７条条条条（（（（指図指図指図指図））））    

本契約に関する甲の請求、指図、意見等はあらかじめ定められた甲の責任者から乙の責任者

へ書面でもってするものとします。たとえ、本件業務が乙の事業所外で行われるとしても、

甲は乙の担当者に対して直接の指揮命令はできません。 

２打合わせ等の場での口答による請求、指図、意見等は、乙が作成する打合わせ議事録への

記載の確認及び確認欄への担当者の記名押印をもって前項の書面にかえることができます。 

 

ソフトウエア開発委託契約書(1/2) 

中小企業のコンピュータ化がシステム運用

の利便性・ハードウェアコストの低減・調

達の容易さ、選択の自由・そしてオフコン

ソフトの陳腐化に伴い、オフコンからパソ

コンシステム (クラサバシステム) への移行

が進んでおります。 

今までのプログラムはコンピュータメーカ

への依存度が高く選択権はありませんでし

たので、著作権は大きな問題とはなってい

ませんでした。 

現在ではオープン化が進む中でお客様がサ

ポート先を選択できる時代となった今、ソ

フトの権利が大変重要となってまいりまし

た。弊社の考える権利とそれに伴う契約に

ついてご説明申し上げます。 

有限会社ビーコンシステムズ 



委託契約（請負 委任契約）によって作成された 

ソフトウェアの権利の帰属 
１）請負契約によって作成されたソフトウェアの権利の帰属 

①所有権と著作権 

Ａ社がＢ社に対して請負契約によってプログラムの開発を委託した場合、そのプ

ログラムの「権利」は、発注者、受注者いずれに帰属するのであろうか。ここで

は、一口に「権利」といったが、その内容は、①プログラムを自己のために利用

すること ②他の人に利用させたりして収益を上げること ③第三者に売買など

により処分すること ④複製したり翻案等をすること－などに分類できる。 

 いうまでもなく、①から③は「所有権」の内容にほかならない。④は著作権の

内容である。所有権と著作権とは別のものである。書物を例にとると、書店から

購入した本を読むこと、人に貸すこと（プログラムの場合は、営利を目的として

料金を徴収して公衆に貸与すると、貸与権がはたらき、前記②については制限を

受けることになる）、人に売ること－どれも自由である。 

 しかし、その本を無断で複製することは原則として著作権の侵害になってしま

う。本を購入したとすると、その本の所有権は自分のものであるが、著作権、す

なわち複製したり翻案する権利は依然として著者、あるいは出版社にあるのであ

る。このように、まず、所有権と著作権とは違う、ということを認識しておく必

要がある。 

②請負契約と著作権の帰属 

 本論に戻ってまず請負契約について考えてみる。請負というと、建物をまず思

い浮かべるが、請負契約における請負目的物の権利の帰属については、建物の問

題を考えたほうが理解しやすい。請負の建築工事においては、工事の進展に応じ

て請負代金を支払ってきた場合、その代金に相当する完成（建物）部分が順次発

注者に帰属することになっている。これはコンピュータプログラムについてもあ

てはまることである。 

 これは民法の原則である。そのものの所有権については、代金の支払いに応じ

て順次発注者が取得することは異論がない。では、著作権についてはどうなので

あろうか。 

 著作権法の原則は、著作権を一次的に取得するのは実際にペンをもって創作し

た者である。すなわち、費用を負担した発注者ではなくて、請負人が著作権を取

得することになっている。プログラムを固定した紙や磁気媒体は発注者の所有物

になるが、なんの取り決めもなければ、著作権は請負人に留保されることにな

る。これが原則である。 

 しかし、著作権（著作財産権）は譲渡が可能であるので、委託契約によって請

負人が原始的に取得した著作権を発注者に移転することも可能である。著作権法

第６１条は著作権の譲渡について定めている（請負人が原始的に取得した著作権

を請負契約などに基づき発注者に移転することも、ここでいう著作権の譲渡にあ

たる）。 

第６１条（著作権の譲渡） 

著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。 

著作権を譲渡する契約において、第２７条又は第２８条に規定する権利が譲渡の

目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保された

ものと推定する。 

この第６１条で注意しなければならない点は、著作権が譲渡されても「翻訳権、

翻案権等」（著作権法第２７条）、「二次的著作物の利用に関する原著作者の権

利」（著作権法第２８条）は、それが特掲されていない限り譲渡した者（著作

者）に留保されたものと推定されることである。 

③「すべての権利は発注者に帰属する」となっている場合 

「すべての権利は発注者に帰属する」となっていても、これでは特掲されたこと

にはならないであろう。依然として、第２７条の権利（翻訳権、翻案権等の二次

的著作物の作成についての権利）、第２８条の権利（二次的著作物の利用に関す

る原著作者の権利）は、発注者に留保されていることになろう。これらの権利の

移転を受けるには、「著作権法第２７条の権利及び第２８条の権利を含むものと

します……………」というように「特掲」しておかなければならないわけだ。 

一般的な認識からすると、費用を負担した者に著作権を帰属させればよいと考え

るが、現行の著作権法の立場からすると、著作権は、あくまで法人著作の場合

（従業員が職務上の義務として作成した場合、著作権は法人に帰属するとされて

いる＝後述）を除き、現実に著作物を創作した者が原始的に取得することになっ

ている。 

コンピュータソフトウエアの権利帰属についての具体的検討 
④プログラム開発契約の内容と著作権の帰属 

 問題は契約によって著作権が移転したかどうかということである。「著作権は発注者

に帰属する」といった明文の特約があれば問題はないであろう（ただし、前述のように

それでも翻訳権、翻案権等は移転しない）。問題はなんらの取り決めがない場合である

が、契約の目的、プログラムの性格、対価の額、商習慣などということが、著作権の譲

渡－すなわち著作権の移転があったか否かの判断材料となろう。 

 例えば、ある特定企業の特定の業務処理のプログラムの開発契約などでは、多額な対

価が支払われソースリストなどすべてが発注者に渡されており、発注者が自由に修正す

ることができるというのが実態であろう。このようなプログラム開発では、契約書には

何の取り決めがなくても当事者間に著作権の移転について暗黙の了解があったと考えら

れるわけである。 

 また、著作権法第６１条第２項の規定が、「留保したものと推定する」としているこ

とからも、契約の実態によっては、著作権の譲渡の際、翻訳権、翻案権等の権利をも合

わせて移転する合意があったとみる余地も残されているようにも思われる。 

 著作権法は著作者の創作行為を保護する目的の法律であり、プログラムをめぐっても

判例１、判例２のようなケースが起こることも考えられるし、新著作権法でも手当てさ

れていないので、契約で取り決めておくことが必要があろう。 

＜判例１ 翻訳料の支払いと翻訳著作権の移転＞ 

外国のテレビ映画フィルムの外国語台本を、日本語に翻訳することを依頼したものは翻

訳料さえ支払えば、翻訳者の取得する翻訳著作権の移転を受けるという商慣習の存在は

認められない。 

（昭和４２年１１月２２日東京地裁判決 タイムズ２１５号１９０頁）  

＜判例２ 原稿の「買取り」と著作権＞ 

本件は出版物の原稿についての事例である。Ａ社は甲に対して出版物の原稿の執筆依頼

をしたが、その際、「買取り」という約束がなされた。そこで「買取り」ということ

が、著作権の譲渡を意味するのか、単なる著作物掲載の許諾を意味するのかが争われ

た。 

 本判決では、買取りということから直ちに著作物の譲渡がされたものと即断すること

はできないが（買取りということであっても著作物掲載＝使用＝の対価としての支払い

の場合もある）、対価の額が通常の使用料の対価（印税による原稿料＝発行部数×販売

価格×１割）の倍に近いことから、著作権（複製権）の譲渡がなされたものと認定し

た。翻訳・翻案等の、原稿の買取りといわれるものにも、著作物掲載の対価としての原

稿料の支払いの場合もあるから、買取りということから直ちに著作権の譲渡がなされた

ものと即断することはできない。 

しかし二次的著作物についての権利は著作権法第６１条からして、著者に留保されてい

ると考えてよい。 

 このことから、①通常の使用料相当額しか支払われない場合においては、その支払い

は単なる使用の対価とみられ、著作権の譲渡とはいえず、また、②対価の額は著作権の

譲渡があったかどうかの有力な判断材料とされるが、著作権の譲渡といっても複製権等

を取得するにすぎない－といえるであろう。 

右認定の事実によれば、訴外Ｆ書苑は、原告らから、本件各著作物の原稿を買い取った

ものであるところながら、前認定のとおり、訴外Ｆ書苑は、原告らに対し、４００字詰

原稿用紙１枚につき金５００円の対価を支払ったものであるところ、いま、仮に４００

字詰原稿用紙１枚当りの印税相当額を概算してみるに、前認定のとおり「海軍篇」一部

の販売価額は金３００円で、その本文の頁数は３５９であるから、一頁当りの販売価格

は、右金３００円を右頁数３５９で除した約０．８３５円となり、〈証拠略〉によれ

ば、「海軍篇」一頁当りの字数は、最大限１１７３字であるから、概略４００字詰め原

稿用紙一枚当りの販売価格は、前記金０．２８５円余とみることができ、仮に印税率を

一割、初版発行部数を５０００とすると、右金０．２８５円に右部数５０００を乗じた

金額の一割である金１４３円余が、右の場合の４００字詰原稿用紙一枚当りの印税相当

額、仮に発行部数を１０，０００としても、右金額の二倍である金２８６円が、４００

字詰原稿用紙一枚当りの印税相当額と概算されるところであって、原告らに対する４０

０字詰原稿用紙一枚当りの支払金額５００円が、印税相当額を大幅に上回るものである

とみられること、更に原告らに対する支払いは、「秘録大東亜戦史」１２巻の編集出版

前原稿と引換えにされ、出版後訴外Ｆ書苑と原告らを含む執筆者らとの間において支払

金額の追加変更等もされなかったこと、発行部数、再版の場合の取扱いなどについて何

らの取決めもされなかったこと、原告らのほかには「秘録大東亜戦史」の執筆者のうち

一名の者から印税請求があったほか、その後の「秘録大東亜戦史縮刷版」及び「大東亜

戦史」の出版に対し現在に至るまで各執筆者からの印税その他の請求がないこと、「秘

録大東亜戦史」１２巻が多数執筆者の小編を編集したものであることその他前認定の各

事実を併せ考えると、原告らから訴外Ｆ書苑に対し、本件各著作物について、少なくと 

も出版物について複製する権利の譲渡がされたものと認めるのが相当である。 

（昭和５０年２月２４日東京地裁判決 タイムズ３２４号３１７頁） 

２）委任契約と著作権の帰属 

委任契約というのは、請負契約と異なり契約目的は仕事の完成ではなく、役務の提供で

ある。仕事が完成しなくても（プログラムが完成しなくても）、作業した分の報酬が支

払われる契約である。 

例えば、Ａ社は、Ｂ社に人日当たりの報酬を定めてプログラムの開発を委託したとしよ

う。原則論でいえば請負の場合は見積金額に固定されるので、１００人・日という見積

もりであれば１５０人・日かかっても相手には１００人・日分の代金しか請求できな

い。委任契約であれば、１５０人／日かかれば１５０人／日分の報酬を請求することに

なる。 

 こうしてプログラムは完成したとしよう。この場合でも著作権の帰属ということに関

する限り、先に述べた請負の場合と同様である。原則的には、著作権は委託者ではな

く、実際にプログラムを開発した受託者が取得することになる。 

 なお、民法第６４６条第２項には、「受任者が委任者のために自己の名をもって取得

した権利は委任者に移転することを要す」旨の規定があるが、この権利の中には著作権

は含まれないとされている。 

 ３）売買契約と著作権の帰属 

 著作権法の立場に立った原則論は先にふれたとおりである。これも、契約目的内容、

対価の額などによって、少なくとも複製権等については移転したとみることができる場

合もあろう。 

４）要員派遣契約と著作権の帰属 

次に要員派遣契約に基づき派遣されてきた技術者が作成したプログラムの権利帰属につ

いて取り上げる。 

例えば、Ａ社はＢ社から甲、乙２名の要員の派遣を受けてプログラムの開発に従事させ

たようなケースを想定する。要員派遣の特徴は、派遣されてきた要員（Ｂ社の社員）と

客先（Ａ社）の社員が混在したかたちで作業にあたることである。 

①派遣要員は客先の「事業に従事する者」になるか 

 法人著作については後述しているが、Ａ社の社員が職務上の義務として作成するプロ

グラムはＡ社が著作者となり著作権を取得し、同様にＢ社の社員が職務上の義務として

作成するプログラムはＢ社が著作者となり著作権を取得する。 

 ここでの問題は、派遣されてきた要員が派遣先（客先）の「業務に従事する者」にな

るか、という点である。派遣要員が客先の「業務に従事する者」に該当すれば、Ｂ社か

ら派遣されてきた要員が作成したプログラムについての著作権を、法人著作としてＡ社

が取得することになる。 

 派遣要員に対する作業上の指揮・監督はＡ社が行うので、派遣要員については、「Ａ

社の『業務に従事する者』に該当する」という説もあるが、一般的には雇用関係にある

者に限るという説が有力である。従って派遣要員が作成したのであれば派遣元のＢ社が

著作権を取得することになるし、共同で開発したのであれば共同著作物ということにな

るが、派遣要員の業務内容によっても問題が異なってくるであろう。 

②コーディングだけの場合 

 例えば、入出力その他のすべての必要データ、分岐条件、計算・処理ロジックが明確

になっているような詳細なプログラム仕様書を客先であるＡ社の担当者が作成し、Ｂ社

の派遣要員はこれに基づきコーディングのみをしたという場合は、その結果は仕様書の

複製物と考えられるので、Ｂ社にはなんらの権利も発生しないであろう。Ａ社が原始的

にそのプログラムの著作権を取得することになる。 

 ただＡ社が作成した仕様書がシステム概要、画面、帳表、入出力項目だけのいわゆる

基本設計のレベルにとどまる場合は、新しい著作物の創作か、一歩譲っても翻案となる

と考えられるので、Ｂ社はプログラムの権利か翻案著作権を取得することになろう。 

 ③システム設計から従事していた場合 

 前述したように要員派遣の場合は客先の担当者と混在したかたちで作業することにな

るので、原則として共同著作物となろう。共同著作物の成立要件については後述するの

で参照していただきたい。 

 単なる業務のフロー、帳表、必要機能の提示と指図だけのような場合には共同著作物

の成立要件をも欠くと思われるので、新たな著作物の創作となるであろう。従って、請

負、委任の場合と同様にＢ社が著作権を取得することになろう。 

 

以上は著作権専門弁護士による判断です。 

弊社もこれに賛同し、この観点より『著作権はお客様にある』との立場から弊社では請

負契約(ソフトウェア開発委託契約書)を採用しております。裏面に契約内容を記載して

おりますので、内容をご確認ください。 


